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地域拠点保育所において強化すべき機能について 

 

地域拠点保育所は、その役割を十分に担っていくため、公立保育所として現に有している機能を基本

としつつ、主に次の（１）～（４）の項目に関し、強化を図っていくこととしている。 

これらの項目に基づき取組みを進めているところだが、各項目に記載している個々の機能について、

今後の社会環境の変化も踏まえ、ご意見をお伺いしたい。 

 

 

（１）配慮を必要とする児童の保育 

①虐待等、緊急を要する児童や障害児等の受入れ 

②医療的ケアの必要な児童の受入れ、ケア内容の拡大 

 

（２）地域の保護者等への支援 

①地域子育て支援センター（室）の事業の充実 

②地域子育て支援センター（室）と地域の関係機関等との連携による地域の子育て家庭への情報提 

供、相談対応等の充実 

 

（３）地域の保育事業者等への支援 

①施設巡回及び専用電話による相談対応 

②所内研修の参加案内、公開保育、講習会開催、出張研修等による人材育成支援 

③地域の保育施設職員等の交流支援 

④育児ボランティアの養成支援、子育てサークルの活動支援、子育て支援員等の実習受入れ等、地 

域の多様な担い手との交流・連携 

 

（４）地域の保育施設の防災拠点 

①災害時における地域の保育施設への情報伝達、支援物資の中継 

②災害時における代替保育場所の調整と提供 

③災害時における市民への保育に必要な物資の提供や、園庭開放、保育士の避難所訪問等による子 

ども達への遊びの提供等 

④平時における情報伝達訓練、地域と連携した避難訓練 
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